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シナリオ 

 

第１部 公判前整理手続 

 １ シーン１ 石田法律事務所での受任 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

（電話の呼

出音） 

 

石田先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 ここは、都内某所にある石田法律事務所。どこにでもあるボス弁

一人、イソ弁一人の弁護士事務所です。扱う事件は「何でもあり」

のいわゆる町弁で、働き盛りのボス弁と研修所を出て数年のイソ弁

が、毎日てんてこ舞しながら、仕事をこなしています。 

 そんな石田事務所に、平成２１年８月某日、突然、弁護士会の人

権課からの電話がかかってきました。何やら嫌な予感がします。 

 

 

 

 

「もしもし、ああ、人権課の大林さん。お世話になっています」 

・・・ 

「ええ！国選の強盗傷人事件を受任しないかって？」 

・・・ 

「裁判員裁判対象事件で、公判前整理になるわけですね」 

・・・ 

「否認事件で、氏名黙秘！？ 誰も受任しないわけだ・・・」 

「・・・いやあ、うちも忙しいんだけどな。」 

・・・ 

「大林さんの頼みじゃ仕方がないか」 

「でも、とてもひとりじゃ無理ですね・・・。そうだ！うちのイソ

弁も国選につけることはできますか？」 

・・・ 

「はい、はい・・・。事案が難しいから、裁判所に上申書を出せば

出来るかもしれないって？」 

「わかりました。お引き受けしましょう。」 

 

「おおい、細川君！」 

 

「どうしたんですか、先生？また、変な事件を受けたんじゃないで

しょうね」 

 

「いやあ、細川君、我が事務所初の裁判員裁判だよ！国選で、強盗

傷人の否認らしいがな・・・。」 

 

「えぇ、裁判員裁判？」 

 

「君も一緒に国選弁護人になれるみたいだから、早速、是非とも国
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細川先生 

 

石田先生 

 

 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

選弁護人になりたいという上申書を起案して、裁判所に出しておい

てくれ。」 

 

「国選なのに、私もやるんですか？」 

 

「もちろん、決まってるだろ。君の勉強にもなるし、報酬も増える

し、一石二鳥だ！」 

「忙しくなるぞ、これから早速接見に行かなきゃな。今日の午後は

空いてるか？」 

 

「はい、空いてますけど・・・」 

 

「よし、とりあえず、私の選任命令だけもらって、午後は２人で、

接見だ。」 

 

「う～ん、いつもこの調子なんだから。もうひとりイソ弁が欲しい

な。」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

① 裁判員裁判の対象になる事件は何でしょうか。 

裁判員裁判の対象事件は、①死刑又は無期の懲役若しくは禁固に当たる罪に係

る事件、②いわゆる法定合議事件（短期１年以上）であって、故意の犯罪行為に

より被害者を死亡させた罪に係る事件です（裁判員法第２条）。 

実際に対象犯罪になるのは、殺人、強盗致傷、現住建造物等放火等の罪であり、

その多くが否認事件ではなく、自白事件となるものと思われます。 

  裁判員裁判においては、必要的に公判前整理手続に付されます（裁判員法４９

条）。これは、裁判員裁判においては、連日的開廷による集中審理が予定されて

いるため、実際に公判が開始される以前に、争点及び証拠の整理を行い、具体的

な審理予定を策定する必要があるためです。 

  なお、公判前整理手続の流れについては、別紙の「公判前整理手続進行チャー

ト」をご参照ください。 

 

② 複数の国選弁護人が選任される場合とはどんな場合でしょうか。 

  起訴後の国選弁護人の複数選任に関しては、被疑者国選の場合とは異なり根拠

規定はありません。ただ、重大事件、事案複雑な事件においては、裁判所に上申

することにより複数の選任を受けることも可能です。裁判員裁判の対象事件で、

否認等の場合には、公判前整理手続を含めて、一人で対忚することが困難な場合

が尐なくなく、積極的に複数選任の申立を行うことになるでしょう。なお、大抵

は２人までですが、オウム事件のように、死刑が予想され、かつ事案が複雑であ

る場合などにおいては、３人の選任が可能な場合もあります。 
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２ シーン２ 赤羽４号との接見 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

石田先生 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

 

 

被告人 

 

石田先生 

 

被告人 

 

細川先生モ

ノローグ 

 

石田先生 

 

被告人 

 

石田先生 

 

被告人 

 

石田先生 

 

被告人 

 

石田先生 

 

 

被告人 

 

石田先生 

 ここは、東京拘置所の接見室。初めての被告人との接見です。被

告人は、氏名を黙秘しているため、逮捕された警察署の留置番号で

赤羽４号と呼ばれています。ここ数年間髪を切ったことのなさそう

な長髪にひげ面で、年齢不詳、見るからにどこかの宗教団体の教祖

様にそっくりの外見です。 

 

「はじめまして、弁護士の石田です。」 

 

「同じく弁護士の細川です」 

 

「あなたの国選弁護人に選任されました。よろしくお願いします。」 

「最初に確認したいのですが、あなたは、今回、窃盗及び強盗傷人

の罪で起訴されていますが、起訴状は届いていますか」 

 

（無言のまま頷く） 

 

「起訴状の中身で、どこか違うところはありますか」 

 

「シュークリームは万引したけど、強盗なんかやってないよ」 

 

「連絡どおり、やっぱり否認か・・・」 

 

 

「あなたは、強盗には全く関係ないの？」 

 

「俺は何も知らないよ。違う人がやったんだよ」 

 

「あなたは、誰がやったのか知っているんですか？」 

 

「知らないよ。きっと、そこらへんのホームレスだよ。」 

 

「取調べの時にも、今と同じ話をしましたか？」 

 

「強盗なんか、何も知らないと言ってるよ。」 

 

「あなたは名前も黙秘しているみたいだけれど、弁護人にだけこっ

そり教えてくれないかな」 

 

「言いたくないよ」 

 

「そう。何で、髪で顔を隠しているの？」 
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被告人 

 

石田先生 

 

 

被告人 

 

細川先生モ

ノローグ 

 

石田先生 

 

 

細川先生モ

ノローグ 

 

石田先生 

 

 

被告人 

 

石田先生 

 

被告人 

 

石田先生 

 

 

細川先生モ

ノローグ 

 

「秘密だよ」 

 

「今まで、どんな生活をしてきたのかな。路上生活？拘置所の食事

はおいしいですか？」 

 

「うまくないよ」 

 

「うーん、困った取り付くしまもないや、これからどうなるんだろ」 

 

 

「分かりました。君が強盗をやっていないということなら、私と一

緒に無罪を勝ち取りましょう！」 

 

「えぇ、そんな安請け合いやめてよ！」 

 

 

「ところで、裁判が始まる前に、主張や証拠を整理する公判前整理

という手続きがあるんだけど、あなたは出席したいですか」 

 

「出なきゃいけないの」 

 

「出るか、出ないかはあなたの自由なんだけどね」 

 

「じゃあ、出るよ」 

 

「そう、出るんだ。裁判所から、問い合わせがあると思うから、出

席で出しておいてね」 

 

「本当に出席させても、大丈夫なのかな」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

③ 公判前整理手続期日はどのようなものでしょうか。 

  公判前整理手続においても、期日が指定され、指定された期日に裁判所の準備

室ないし法廷などに出頭することになります。 

  裁判員裁判の公判期日は、短期日で、連日的に行われるため、いかに公判前整

理手続を充実させるかが重要になります。公判前整理手続の終了は、いわば公判

準備の完了であり、必要な証拠請求、尋問準備、公判での冒頭陳述や最終弁論の

基本方針も確立している必要があります。そのためには、裁判員の負担を考え、

短かい期日で行われる公判と違って、余裕をもった期日設定を行うことが重要で

あり、裁判所に対しても、期日設定に関し、適切な意見を述べる必要があります。 
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なお、公判前整理手続の期日は、以前はかなりタイトなスケジュールで入れら

れていましたが、現在においては、概ね月１回程度というのが通常のようです。

また、公判前整理手続期日の前に、事実上の打合せを行う進行協議期日が行われ

ることも尐なくありません。 

 

④ 公判前整理手続に被告人を出席させるかどうかは、どのように考えるべきでし

ょうか。 

  被告人は、公判前整理手続に出席する権利があります（法３１６条の９第１項）。 

  これまでの刑事手続で、被告人が出頭する公判期日で行われてきた手続の一部

を、公判前整理手続で行うため、当事者である被告人は、原則として出席すべき

だとする考え方もあります。しかし、公判前整理手続に被告人を出席させるかど

うかは、簡単な問題ではありません。被告人が出席し、発言した場合、その供述

は任意的記載事項として公判前整理手続調書に記載される場合があるからです

（規則２１７条の１４）。 

  被告人が裁判所からの質問等にあったり、被告人が不用意な発言をしてしまう

危険性もありますので、被告人は出席させず、弁護人のみが出頭した方がよい場

合も尐なくありません。最終的には、被告人の意思を確認した上で、事件におけ

る具体的な事情によってどちらかを選択することになります。被告人を出席させ

ることにした場合には、事前に十分な打合せが必要です。 

 

３ シーン３ 石田法律事務所での検討 

ナレーショ

ン 

 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

細川先生 

 

 

 

 

 

ここは、接見から数日後の石田法律事務所です。めでたく細川先

生も国選弁護人に選任されました。二人は、今後の手続について頭

を悩ませています。 

 

「先生・・・、先が思いやられますね。被告人は何にも話してくれ

ないし。無罪とるなんて言っちゃったけど、大丈夫なんですか。」 

 

「仕方ないだろ。本人がやってないというんだから。」 

「そんなことより、これからの公判前整理手続では何をすればいい

んだ？」 

 

「えぇ！先生、公判前整理も初めてなんですか？」 

 

「当たり前だろ。君がはじめてなんだから、当然私もはじめてだよ」 

 

（ため息） 

「ますます先が思いやられる。」 

（虎の巻を見る） 

「この本によると、まず、検察官から証明予定事実記載書面という

のが提出され、その次に、弁護人が類型証拠開示請求をやって、予

定主張事実記載書面というのを提出するようですよ。それから・・・」 
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石田先生 

 

 

細川先生 

 

 

 

石田先生 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

細川先生 

 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

 

 

 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

 

「ちょっと待って。一つづつ、ゆっくり説明してくれ。何せ、はじ

めてなんだからな。」 

 

「はい。まず、証明予定事実記載書面というのは、その名の通り、

検察官が公判で証明しようとする事実を書いたもののようですね。

要するに、検察側のストーリーを書いたものなんじゃないですか。」 

 

「つまり、冒頭陳述を先に出してくるということか？」 

 

「よく分かりませんが、そんなものと思っておいていいんじゃない

ですかね。」 

 

「それで、我々は何をするんだ。」 

 

「それに対して、弁護側のストーリーを書いた予定主張事実記載書

面を提出するようです。」 

 

「うん、うん、それで。」 

 

「ただ、予定主張を出す前に、一定の検察官の手持ち証拠を開示さ

せることができるようです。それを踏まえた上で、予定主張を出し

たり、証拠意見を述べたりするようですね。」 

 

「類型証拠開示請求ってやつだな。類型にはどんなものがあるん

だ？」 

 

「刑事訴訟法３１６条の１５に列記されています。大まかに言うな

ら、１号が証拠物、２号が裁判所の検証調書、３号が捜査機関の実

況見分調書、４号が鑑定人の鑑定書、５号が検察官が証人尋問請求

した、あるいは、することを予定している者の供述録取書、６号が

それ以外の者の供述録取書、７号が被告人の供述録取書、８号が取

り調べ状況を記録した書面、らしいです。」 

 

「たくさんあるな。いろいろ理由をつければ何でも開示請求できる

んじゃないか。」 

 

「それから、類型に該当しなくても、主張関連証拠開示請求という

のもできるようですよ。」 

 

「それは何だ？」 
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細川先生 

 

 

 

 

 

 

石田先生 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

 

 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

 

 

細川先生 

「弁護人が予定主張をする上で、それに関連する証拠ということの

ようです。」 

「最新の判例によると、被告人の自白調書の任意性を争う場合、取

調官の取調メモとか備忘録も開示請求できることがあるみたいです

よ。」 

「この本、何でも書いてある、すご～い！」 

 

「俺の買った本だからな。」 

 

「ところで、先生、その机の上の書面は何ですか？証明予定事実記

載書って書いてませんか？」 

 

「おお、そうだ。さっき事務局から渡されたんだ。」「証拠調請求書

と証拠等関係カードもあるぞ。」 

 

「先生・・・」 

 

（読んでいる） 

「う～ん、やっかいだな。これによると、犯行現場の遺留品や被害

品から、被告人の指紋が検出されているようだ。しかも、犯行直前

に被告人が被害者の後をつけているビデオ映像まであるようだ

ぞ！」 

 

「えぇ～、致命的じゃないですか！」 

 

「そんなこと言うな。それでも何とかするのが弁護士の腕だろ。最

初からあきらめてどうするんだ。」 

 

「は・・・い」 

 

「早速、検察官が持っている他の証拠を見てみようじゃないか。類

型証拠開示請求書を起案してくれ。捜査機関がやっていそうな捜査

を考えて、片っ端から請求してくれ。今すぐ、頼むぞ。」 

 

「今すぐ・・・ですか。やっぱりもうひとりイソ弁が欲しい・・・。」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

⑤ 類型証拠開示請求とはどのような手続でしょうか。 

  弁護人は、検察官が請求してきた証拠の証明力を判断するために重要と思われ

る証拠について、法３１６条の１５第１項各号の類型に該当すれば、開示を求め

ることができます。開示の要件は、①法３１６条各号に定められた「類型該当性」、

②特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるこ
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と（重要性）、③重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示を

することの必要性の程度並びに開示によって生じる恐れのある弊害の内容や程

度を考慮し相当と認められること（必要性及び相当性）です。 

  類型証拠ついては、どのような証拠があるかわからないまま開示請求をするわ

けですから、捜査機関がどのような証拠を作成しているかにつき想像力を働かせ

る必要があります。ただ、存在するかもしれない証拠については積極的に開示請

求をすべきといえます。なお、検察官が類型証拠を開示しない限り、検察官の請

求証拠について、証拠意見を述べる必要はありませんし（法３１６条の１６第１

項）、予定主張も明示する必要はありません（法３１６条の１７第１項）。 

また、検察官が類型証拠に該当しないと判断した場合でも、被告人又は弁護人

の請求により、裁判所が類型証拠に該当すると判断した場合には、裁判所は検察

官に対し、類型証拠の開示を命じなければならないとしています（法３１６条の

２６）。この開示命令を請求することを裁定請求といいます。 

 

４ シーン４ 第１回公判前整理手続 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

 

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

石田先生 

 

 

儀間検察官 

 

 

 

 ここは裁判所書記官室の隣の会議室です。いよいよ、第１回公判

前整理手続が開かれます。 

 細川先生は、虎の巻を片手に類型証拠開示請求書を起案し、事前

に検察官に送っていました。証拠請求されているもの以外の遺留品

やそこについている指紋の鑑定書、ビデオテープの映像そのもの、

など思いつく限りの証拠の開示を求めました。 

なお、被告人は、接見では出頭すると言っていたものの、途中で気

が変わり、出席しないことになりました。 

 

「それでは、第１回公判前整理手続をはじめます」 

「検察官からは、証明予定事実記載書と証拠調請求書が提出されて

いますが、このとおりということですね。」 

「遺留品や被害品についた指紋と被告人の指紋の鑑定書、犯行現場

付近の防犯ビデオテープ、被害者の供述調書を証拠請求されるとい

うことですか。」 

 

「はい」 

 

「検察官・弁護人の間で、類型証拠開示などはもうお済ですか」。 

 

「はい、１週間ほど前に類型証拠開示請求を行っておりますが、ま

だ、開示はされておりません。」 

 

「今日、明日中に、正式に書面で回答しますが、類型に該当するも

のは基本的に全て開示する予定です。類型に該当しないものがいく

つかありましたが、手続促進のために、任意で開示に忚じたいと思

います。」 
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竹村裁判長 

 

儀間検察官 

 

 

竹村裁判長 

 

 

石田先生 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

石田先生 

 

竹村裁判長 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

 

★（照明を

弁護人だけ

に） 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

細川先生 

 

 

「そうですか。検察官は、いつ頃開示できますか」 

 

「そうですね、証拠が警察にありますので、取り寄せる準備があり

ますが、１週間後くらいでしょうか」 

 

「では、１週間後には開示されることを前提に、弁護人としては、

予定主張や証拠意見にどの程度かかりますか」 

 

「証拠を見ていませんので何とも言えませんが・・・、必ず１週間

後に開示されるのでしたら、そこから２～３週間程度頂きたいと思

います」 

 

「そうすると、次回の公判前整理期日は、だいたい１か月後でよろ

しいですね。９月３０日午後２時はいかがでしょうか」 

 

「差し支えます」 

 

「それでは、１０月２日の午前１０時はいかがですか」 

 

（揃って）「お請けします」 

 

 

「では、次回は１０月２日の午前１０時ということで、本日はこの

程度と致します」 

 

～会議室を出た後の会話という設定～ 

 

 

 

「意外とあっさり開示してくれるものなんですね。ちょっとびっく

りしましたよ」 

 

「よかったじゃないか。それより、類型証拠が開示されたら、予定

主張事実記載書面の起案を頼むぞ。」 

 

「はい。でも予定主張にはどの程度のことを書けばいいんですか」 

 

「そんなもん知らんよ。はじめてなんだから、分かるわけないだろ」 

 

「民事の準備書面みたいに、検察官の証明予定事実に細かく認否を

つけなくちゃいけないんですかね？」 
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石田先生 

 

 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

「いちいち細かい認否なんかいらないよ。それに、あんまり詳しく

書きすぎると、後で、検察官につぶされるぞ。とりあえず、簡潔に

こちらの事実や主張を書けばいいんじゃないか」 

 

「ふ～ん。裁判所に釈明を受けないですかね」 

 

「そんなもん、受けたら受けた時だ！」 

「それから証拠意見も頼むぞ！」 

 

「は～い」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

⑥ 予定主張事実記載書面はどう書けばいいのでしょうか。 

  類型証拠が開示された後、弁護人としては、公判期日において予定している事

実上及び法律上の主張を明らかにしなければなりません（法３１６条の１７第１

項）。この主張を予定主張といいます。 

  予定主張をどこまで記載するかは事案により異なります。ただ、実際に公判に

おける立証がなされていない段階での主張ですから、実際に公判で行う主張と同

程度に詳しいものである必要はありませんし、そもそも公判前整理手続の目標は

「審理予定の策定」にあることから、あくまでこの「審理予定の策定」に必要と

考えられる範囲で明らかにすれば足りる、と考えるべきでしょう。よく言われる

ことですが、決して、検察官の主張につきどの部分を認め、どの部分を争うかな

どといった認否的なものが求められているわけではありません。 

  なお、予定主張は、具体的かつ簡潔に明示しなければなりません（規則２１７

条の１９第２項）。 

 

⑦ 主張関連証拠開示請求とはどのような手続でしょうか。 

  予定主張をした後ないし、これと同時に、主張関連証拠の開示を請求すること

ができます（法３１６条の２０）。 

  主張関連証拠開示請求とは、検察官請求証拠及び類型証拠として開示された以

外の証拠であって、弁護側の予定主張に関連する証拠について、開示を請求する

ものです。具体的には、弁護側が主張するアリバイについての裏付証拠等がこれ

にあたります。 

  主張関連証拠の開示請求の要件は、予定主張と開示請求しようとする証拠との

「関連性」、被告人の防御の準備のために「必要性」が認められることです。類

型証拠のような類型はありません。したがって、類型証拠開示請求では開示され

ない証拠についても、主張関連証拠請求で開示させることができます。 

  ただ、できるだけ証拠を開示させた上でこちらの予定主張を構成すべきという

観点から、原則として、類型証拠開示請求の段階で、できるだけ多くの証拠を開

示させるよう努めなければないと考えられます。 
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５ シーン５ 第２回公判前整理手続 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

石田先生 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

石田先生 

 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

石田先生 

 

竹村裁判長 

 

石田先生 

 

竹村裁判長 

 

 そうこうしているうちに、第２回公判前整理手続がやってきまし

た。石田先生たちは、開示された類型証拠を謄写し、その上で証拠

意見、予定主張事実記載書面を事前に提出しました。 

 証拠意見では、指紋の鑑定書については同意し、犯行直前に被告

人が被害者の後をつけているビデオテープや、被害者の目撃供述は

不同意にしました。また、被告人の供述調書については、留保とし

ました。 

 予定主張では、強盗傷人の公訴事実を争うこと、具体的には犯人

性を争うということを簡潔に記載し、被害品や遺留品への指紋は犯

行時についたものではないこと、ビデオテープは画像が不鮮明であ

るため被告人であると判別できないことについて言及しました。 

 

「それでは、第２回公判前整理手続をはじめます」 

「弁護人からは、証拠意見と予定主張事実記載書面が提出されてい

ますが、窃盗については認め、強盗傷人については争うということ

ですね」 

 

「そうです。予定主張事実記載書面の通り、強盗傷人については、

犯人と被告人の同一性を争う方針です」 

 

「確認しますが、遺留品の缶詰入りビニール袋や被害品の財布から、

被告人の指紋が検出されたことについては、弁護人も争われないの

ですね」 

 

「はい。指紋が出たことは争いません。ただし、被告人は、缶詰入

りビニール袋を持って歩いている途中、重たくなって道端に置いて

その場を外したのですが、戻ってみるとなくなっていたのです。被

害者の財布については、被告人が、道に落ちていたものを拾い、お

金が入ってないか見た際に、指紋がついたと思われます」 

 

「指紋の点のご主張は分かりました。犯行現場付近のビデオ映像に

ついては、不同意にされるわけですね」 

 

「はい、ビデオからは、被告人か否か分かりません」 

 

「被害者の供述調書も不同意とされるのですね」 

 

「はい、被害者は、犯人の顔をはっきりと見ておりません」 

 

「そうすると、検察官、犯人性に関する立証をどうされるかという

ことになると思うのですが、弁護人から不同意にされているビデオ
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儀間検察官 

 

 

石田先生 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

テープや被害者の供述調書についてはどうされますか」 

 

「ビデオテープは証拠物として請求し、供述調書は撤回して被害者

を証人として請求します」 

 

「被害者は被告人をはっきり見ておりませんし、記憶もあいまいで

す。ビデオテープの画像は極めて不鮮明です」 

 

「検察官は、犯人性の立証に関し、指紋以外に、ビデオテープや被

害者の尋問が必要か再度検討して下さい。弁護人は、被害者の供述

調書のうち、犯人性に関する部分を除く、事件性に関する供述部分

について、同意する余地はないか検討して下さい」 

 

「はい」 

 

 

「そうすると、次回の公判前整理期日ですが、１１月４日午前１１

時はいかがでしょうか。」 

 

（揃って）「お請けします。」 

 

 

「では、次回は１１月４日の午前１１時ということで、本日はこの

程度と致します」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

⑧ 証拠意見について違いはあるのでしょうか。 

  裁判員裁判は、連日開廷・集中審理の下で、直接主義・口頭主義が実質化され

た刑事裁判の実現を目的とするものであり、裁判員にも直接法廷で証言を聞いて

もらって心証をとってもらう必要があります。したがって、争いのある事件では、

それを証拠とすることが被告人に有利になるような例外的な場合を除いて、供述

調書を証拠とすることに同意すべきではないと考えられます。 

また、供述証拠以外の証拠についても、適正な事実認定を阻害する恐れはない

か、公判廷における朗読によって、裁判員が適正に心証形成ができるかといった

観点からも検討を行って、慎重に証拠意見を述べるべきです。 

 

⑨ 裁判所の主張整理と証拠の採否はどのようになされるのでしょうか。 

  裁判所は、当事者双方の主張を聞き、争点を形成していきます。 

  そして、期日において、当事者双方に対し、その主張内容を釈明して争点を絞

り込み、また、その争点につき必要な証拠を絞る作業をしてきます。検察官の証

明予定事実の証拠構造について釈明を求めたり、請求証拠や証人請求が事件の争

点にとって真に必要不可欠かどうかといった観点から積極的に求釈明を行って、
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請求の撤回を促したり、これまで以上に、最良証拠（ベスト・エビデンス）に厳

選した証拠採否を行うことになります。また、必要部分に限定した抄本や合意書

面（法３２７条）、検察官作成の報告書等の２次的証拠の活用を、裁判所の方か

ら促される場面も尐なくありません。 

 

６ シーン６ 第３回公判前整理手続 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

儀間検察官 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

石田先生 

 

竹村裁判長 

 

 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

石田先生 

 

竹村裁判長 

 

 

石田先生 

 

 その後、検察官は、ビデオテープの請求を撤回し、被害者の供述

調書の立証趣旨を事件性に限って証拠請求することとし、犯人性の

立証を指紋１本に絞ることを連絡してきました。それに合わせて、

証明予定事実記載書面の内容も変更してきました。 

 また、弁護人も、老齢で、まだ傷も癒えていない被害者本人が裁

判員の前で証言するリスクを考えて、被害者の供述調書につき、事

件性に関する供述部分に限って同意することにしました。 

 

「それでは、第３回公判前整理手続をはじめます」 

「検察官、ビデオテープや被害者の証人尋問はどうされますか」 

 

「ビデオテープは撤回します」 

「また、被害者の供述調書につき、立証趣旨を事件性ということに

限って証拠請求します。その上で、弁護人から同意が得られようで

あれば、被害者の証人尋問までは請求しません」 

 

「弁護人、いかがですか」 

 

「はい、事件性に関する供述部分のみ同意します」 

 

「分かりました」 

「検察官のビデオテープの請求は撤回、被害者の供述調書は事件性

に関する部分のみ採用ということにします。双方、よろしいですね」 

 

（揃って）「はい」 

 

 

「弁護人は当然、被告人質問をされますね」 

 

「はい、もちろんです」 

 

「その他、弁護人は特に証拠調請求はなされないということでよろ

しいですね」 

 

「はい」 

 



14 

竹村裁判長 

 

 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「それから、弁護人が証拠意見を留保にしていた乙号証についてで

すが、裁判所としては、公判での被告人質問が終了してから、採否

を決定したいと思いますが、よろしいですか」 

 

「はい」 

 

 

「それでは、公判の予定ですが、双方証人申請はなく、弁護人とし

ては、被告人質問のみの予定ということですね」 

「公判期日としては、判決を含めて２回を予定しています」 

「第１回公判期日で、論告・弁論までお願いしたいと思います」 

 

（揃って）「はい」 

 

 

「それでは、争点及び証拠整理の結果について確認します」 

★第５回公判前整理手続調書の「争点及び証拠整理の結果の確認」

を読み上げる 

１ 公訴事実第１（窃盗）について 

  公訴事実について争いはない。 

２ 公訴事実第２（強盗傷人）について 

  被告人と犯人の同一性が争点である。 

 ⑴ 争いのない事実 

   検察官の主張する以下の①ないし④の各事実については争い

がなく、検察官は、これらの事実から被告人と犯人の同一性が認め

られると主張する。 

  ① 公訴事実第２に記載されたとおりの強盗傷人事件が発生し

たこと 

  ② 公訴事実第１の犯行に及んで赤羽警察署で身柄を拘束され

ていた被告人は、平成２１年３月３０日午後６時２分ころに釈放さ

れたが、その際、被告人はぶどうの缶詰２個及び紙パックジュース

２個在中の白色ビニール袋を所持していたこと 

  ③ 同日午後６時５５分ころ本件犯行現場である被害者方前路

上でぶどうの缶詰２個及び紙パックジュース２個が発見され、その

ぶどうの缶詰１個から検出された指紋が被告人の右手母指の指紋と

符合したこと 

  ④ 同日午後７時２０分ころ、東京都北区神谷２丁目４７番８

号付近で発見された被害品である手提げバックに在中していたカー

ド及び領収証から検出された指紋が、それぞれ被告人の右手中指及

び右手示指の指紋と符合したこと 

 ⑵ 弁護人の主張 

   弁護人は、上記各間接事実のうちの③及び④に関して、次の
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石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

ように主張し、上記間接事実から被告人が犯人であると推認するこ

とはできないと主張する。 

  ㋐ 被告人は、事件の発生する前に神谷公園周辺を歩いていた

際、上記ぶどうの缶詰等の入ったビニール袋を放置した 

  ㋑ 被告人は、神谷公園周辺を歩いていたところ、駐車場に落

ちていた紙片等を見つけ、金目のものがないか触ったことがあり、

上記被害品から検出された指紋はその際に付着したものである 

３ 証拠の整理 

  証拠等関係カード記載のとおり 

「以上のとおりでよろしいですね」 

 

（揃って）「はい」 

 

 

「次回ですが、裁判員選任手続を１２月１７日の午前９時から行い、

その日の午後１時３０分から第１回公判期日、判決期日が翌１８日

午後１時３０分ということではいかがでしょうか」 

 

（揃って）「お請けします」 

 

 

「では、次回、裁判員選任手続期日を１２月１７日の午前９時から、

第１回公判期日を、同じく１２月１７日の午後１時３０分から、判

決期日を１２月１８日の午後１時３０分からということで、いずれ

も本日指定します」 

「本日はこの程度と致します」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

⑩ 裁判員裁判において、乙号証の取調べに違いはあるのでしょうか。 

  裁判員裁判では、今回のように、被告人の供述調書については、被告人質問の

後に採否を決定することが多くなります。供述調書の取調べは、全文朗読であり、

それよりも、実際に被告人が述べる供述内容を裁判員に聞いてもらうことが、口

頭主義・直接主義に資するからです。 

裁判所は、自白事件で、弁護人が自白調書に同意している場合であっても、通

常は被告人質問を先行させ、それにより判断に必要な供述が得られた場合には、

検察官に、被告人の供述調書の証拠請求の撤回を促すか、取調べの必要性がない

として、請求を却下することになると考えられます。 

 

⑪ 証拠制限とは何でしょうか。 

  公判前整理手続に付された事件においては、検察官及び弁護人は、公判前整理

手続中に請求しなかった証拠については、「やむを得ない事由」によって請求で

きなかった場合を除き、同手続後、請求することはできなくなります（法３１６



16 

条の３２）。したがって、弁護人は、請求すべき証拠について十分に吟味し、必

要であれば必ず公判前整理手続が終結する前に請求しておかなければなりませ

んので、注意を要します。 

  「やむを得ない事由」とは、例えば、公判段階に至ってようやくできた示談書

のように物理的に請求不能な場合の他、公判において証人が、開示内容と異なる

証言をした場合の、その供述を弾劾するための供述録取書等のように、公判前整

理手続における相手方の主張内容や証拠関係などからして、同手続内で証拠調べ

請求をする必要性がないと判断し、そのように判断したことが合理的といえるよ

うな場合です。但し、弾劾証拠であっても、証人や証拠物によって積極的に立証

しようとする場合は、あらかじめ請求しておかなかった場合、「やむを得ない事

由」がないとして、証拠を制限される可能性もあるので、注意が必要です。 

  なお、「やむを得ない事由」がないときでも、裁判所が必要と認めるときには、

職権で証拠を採用することはあります（法３１６条の３２第２項）。 

 

７ シーン７ 第４回公判前整理手続（再開） 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

石田先生 

 

 いよいよ、公判期日が差し迫ってきました。 

 しかし、公判期日を前にして、突然、検察官から、赤羽４号の身

元が分かったとの連絡がありました。 

 そこで、石田先生たちは、あわてて接見に行って事実を確認しま

した。すると、被告人は、自らの不幸な生い立ちをぼつぼつと語り

始めました。 

 被告人は、実は矢吹史郎という名で２４歳、中学生のときに父親

が焼身自殺し、そのお葬式の日に母親が行方不明になったというこ

とです。２０歳を過ぎるまで、伯父に引きとられて過ごしましたが、

誰とも口をきかないひきこもり生活を送っていました。被告人が２

２歳のとき、母親が近くの裏山から遺体となって発見され、実は、

父親のお葬式の日に後を追うようにして自殺していたことが分かり

ました。 

 それを聞いた被告人は、伯父の家を飛び出し、２年にわたってホ

ームレス生活を送ってきたそうです。 

 被告人は、不幸な生い立ちを語るうちに弁護人に心を開き、なん

と、強盗傷人事件について、犯行を自白しました！ 

 被告人が自白に転じたため、石田先生たちは、直ちに予定主張の

変更書面を裁判所に提出し、公判前整理手続の再開を申し立てまし

た。 

 

「それでは、公判前整理手続を再開します」 

「弁護人、被告人は強盗傷人についても、犯行を認めるということ

でよろしいのですか」 

 

「はい。私も驚きましたが、数日前、接見に行って確認したところ、

自分の名前や境遇を語り、今回の強盗傷人を認めました。 
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竹村裁判長 

 

 

石田先生 

 

 

竹村裁判長 

 

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

石田先生 

 

 

 

儀間検察官 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

石田先生・

儀間検察官 

 

竹村裁判長 

ただし、予定主張変更書面の通り、暴行態様などに関し、若干争

いがあります。 

まず、被告人が缶詰等が入った袋で被害者の頭部を殴打したのは

１回のみであり、その後は路上に倒れた被害者の顔面を足蹴りにし

たという点です。 

また、被告人は、奪い取った鞄の中に商品券４０枚が入っていた

という認識はなく、商品券を利得した事実もありません。この２点

を争います」 

 

「分かりました」 

「弁護人、情状立証はどのようにされますか。」 

 

「はい、被告人質問と、被告人が更正するためのホームレスの自立

支援センター等に関する弁号証を請求します」 

 

「検察官ご意見は？」 

 

「同意いたします」 

 

「裁判所としては、本件の犯行態様等の細かい差異が、量刑に大き

な影響を及ぼすような重要な事実とは認識しておりません」 

「したがって、量刑判断をする上で、必要性に乏しい細かい事実に

関する争いを、あえて裁判員に判断を求めるのもどうかと考えてお

ります」 

 

「事実として争いがある以上、主張せざるを得ません」 

「ただし、裁判所のご指摘のとおり、量刑に大きな影響があるとは

考えておりません」 

 

「検察官としても量刑に影響があるかどうかは疑問に思いますが、

争いがある以上、主張することになります」 

 

「わかりました」 

「双方、公判で、どの程度主張立証されるのかご検討ください。」 

「では、これで公判前整理手続を終了し、次回は、裁判員選任手続

及び公判になりますが、期日は前回指定したとおりでよろしいです

ね」 

 

（揃って）「はい」 

 

 

「それでは、本日はこの程度と致します」 
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＜解説＞ 澤田先生 

⑫ 情状事実についての争点整理はどのようになされるのでしょうか。 

  公判前整理手続における争点整理の対象は、公訴事実を構成する主要事実や間

接事実に関する積極否認の事実（例えばアリバイ主張）、違法性や責任阻却事由

の他、量刑に関する重要な事実の主張も対象となります。 

  今回、否認事件が一転、自白事件となりましたが、自白事件においても、重要

な情状事実について、積極的に主張・立証を行う必要があります。 

  また、公訴事実そのものに大きな争いはなくても、今回のように、犯情に関す

る事実に、一部争いがあることは、よくあることです。 

但し、裁判所は、当事者間に争いがあって、一見争点のように見えても、有罪・

無罪の決定や、刑の量定上ほとんど影響しないようなものについては、争点から

排除しようという姿勢で臨むことが予想されます。 

 

これで第１幕は終了です。１０分間ご休憩下さい。 

 

 

 

 



19 

第２幕 裁判員裁判 

 

 １ シーン１ 選任手続 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

 

 

 

細川先生 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

裁判員 

 

 いよいよ裁判員裁判の当日がやって来ました。午前９時頃、裁判

員候補者が裁判所に出頭し、選任手続が始まります。 

 場所は、非公開法廷。検察官、弁護人が当事者席に座っています。 

 各裁判員候補者から事前に回答を記入して裁判所に送り返されて

きた質問票が、書記官から検察官、弁護人に配布され、閲覧してい

ます。 

 また、石田先生たちは、選任手続に先立ち、あらかじめ裁判長に

「過去に自分や親族が強盗の被害に遭ったことはないかどうか」、裁

判員に質問してもらえるよう上申していました。 

 

（質問票をめくりながら）「うーん、質問票にはほとんど何も書かれ

ていなくて、これじゃ全然分からんな・・・」 

 

「そうですね、全然イメージが沸かないですね。」 

 

「では、これより裁判員選任手続を始めます。まず、番号１番から

６番の方までお入り下さい。」 

 

★裁判員候補者入廷★ 

 

「１番から６番までの方ですね」 

「皆さん、質問表には辞退理由はお書きになられていませんが、そ

の後、辞退理由が出来てしまった方はいらっしゃいませんか」 

「いらっしゃらないようですね」 

「では、過去に、ご自身やご家族、ご親族が、強盗の被害に遭われ

たという方はいらっしゃいませんか」 

「いらっしゃらないようですね」 

「では、退廷して頂いて結構です」 

 

（小声で）「えっ、もう終わっちゃうの？」 

 

「では、９番から１６番までの方、お入り下さい」 

「辞退理由があるという方はいらっしゃいませんか」 

「いらっしゃいませんね」 

「では、過去にご自身やご親族が強盗の被害に遭われたという方は

いらっしゃいませんか」 

 

「あの・・・」 
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竹村裁判長 

 

裁判員 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

裁判員 

 

竹村裁判長 

 

裁判員 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

細川先生 

 

 

竹村裁判長 

 

 

儀間検事 

 

竹村裁判長 

 

細川先生 

 

石田先生 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

「どうぞ、何番の方でしょうか」 

 

「１１番の者です。強盗というのかどうか分からないんですが、昔、

うちに空き巣に入られたことはありまして、帰りがけにその泥棒と

鉢合わせになったんです」 

「泥棒は私にぶつかって慌てて逃げて行きましたが・・・」 

 

「そうですか。いつ頃のことでしょうか。」 

 

「そうですね、もう５～６年前になります。」 

 

「被害弁償などはなされましたか。」 

 

「いいえ、一忚、警察に被害届は出しましたが、それきりになって

しまいました。」 

 

「分かりました。ありがとうございます」 

「１１番の方以外はどうですか」 

「いらっしゃいませんか」 

「それでは、退廷して頂いて結構です」 

「次は、１３番から１８番の方・・・」 

 

（小声で）「どんどん進んでいっちゃう・・・」 

「あっ、あの人、被害者のおばあちゃんに似てる！」 

 

「はい、では退廷して頂いて結構です。これで皆さん終了ですね」 

「検察官、弁護人、理由を示さない不選任の請求はなされますか」 

 

「致しません」 

 

「弁護人、いかがですか」 

 

（小声で）「先生、どうしますか」 

 

（小声で）「う～ん、やっぱり、空き巣に入られた人は外しておくべ

きだろう」 

「１１番の方につき、不選任の請求を申し立てます」 

 

「では、１１番の方につき、不選任の決定を致します」 

「１１番の方を除いて、くじで選定しますので、しばらくお待ち下

さい。」 
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細川先生 

 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

「先生、あっという間に終わっちゃいましたね」 

「１１番の人、人のよさそうなおじさんだったけれど、不選任にし

てよかったんでしょうか・・・。」 

 

「そうだな。ま、こればっかりは実際に裁判をやってみないと分か

らんからな。あんまり深く考えるなよ。」 

 

「はい」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

⑬ 裁判員選任手続は、どのような進行になるのでしょうか。 

  石田先生たちは、あらかじめ裁判長に、強盗の被害に遭ったことがあるかとい

う質問をしてもらえるように上申していましたので、裁判長からその旨の質問が

なされました。質問権を有するのは裁判長のみで、当事者には質問権がありませ

ん。すなわち、検察官、弁護人は、理由なき不選任請求のための判断材料として

の質問をする権利はないということです。検察官、弁護人は、裁判長の質問とそ

れに対する裁判員候補者の回答という会話の中で、裁判員候補者の特性やコミュ

ニケーション能力等を見抜き、理由なき不選任請求の判断材料を探さねばならな

いことになります。 

 

 ２ シーン２ 第１回公判期日の開始 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

被告人 

 裁判員選任手続が行われた日の午後１時３０分、東京地方裁判所

の、とある法廷で第１回公判期日が開始されました。 

 それまでの間、裁判所内において、裁判長から裁判員及び補充裁

判員に対して、その権限及び義務のほか、事実の認定は証拠による

こと、被告事件について犯罪の証明をすべき者が検察官であること、

事実の認定に必要な証明の程度について説明がなされ、裁判員及び

補充裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を誓う旨の宣誓を行

いました。 

 

「それでは開廷します」 

「被告人は、前に出てきて、証言台のところに立ってください」 

 

（被告人は証言台の前に移動する） 

 

「名前は何といいますか」 

 

「矢吹史郎です。」 

 

「生年月日は」 

 

「昭和６０年５月１７日です」 
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竹村裁判長 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

儀間検察官 

 

 

 

 

 

 

 

「本籍はどこですか」 

 

「覚えていません」 

 

「千葉県南房総郡箱崎町大字山川３７６番地でよいですか」 

 

「だと、思います」 

 

「住居はどこですか」 

 

「ありません」 

 

「職業は何ですか」 

 

「無職です」 

 

「それでは、これからあなたに対する窃盗、強盗傷人被告事件につ

いての審理を始めますが、被告人、起訴状は受け取っていますか」 

 

「はい」 

 

「起訴状に書かれている被告人は、あなたのことで間違いないです

か」 

 

「はい、間違いありません」 

 

「これから検察官が起訴状を読み上げますので、よく聞いていてく

ださい」 

 

「はい」 

 

それでは検察官、起訴状を朗読してください。 

（検察官はその場で起立する） 

 

「公訴事実 

  被告人は 

 第１ 平成２１年３月１４日午後８時５０分ころ、東京都北区赤

羽南１丁目１４番５号スバルビル１階所在のスーパーマルカツ店内

において、同店店長藤田誠管理に係る洋菓子１個（販売価格８５円）

を窃取し 

 第２ 金品を強取しようと企て、平成２１年３月３０日午後６時
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竹村裁判長 

 

 

 

 

 

 

 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

 

石田弁護人 

 

 

 

 

 

 

３５分ころ、同都北区赤羽１丁目４３番２号菅井キン（当時８３年）

方前路上において、同人に対し、やにわに缶詰等が入った袋でその

頭部を数回殴打し、さらに同人をその場に押し倒した上、同袋でそ

の頭部を数回殴打する暴行を加えて、その反抗を抑圧し、同人から

同人所有又は管理に係る現金約７万３９２７円、商品券４０枚（金

額合計４万円）及び財布等１１点在中の手提げバッグ１個（時価合

計４２００円相当）を強取し、その際、前記暴行により、同人に全

治約１０日間を要する頭部顔面打撲・挫創、両手挫傷、右膝挫傷の

傷害を負わせたものである」 

「罪名及び罰条 

公訴事実第１につき、窃盗 刑法第２３５条 

第２につき、強盗傷人 同法第２４０条前段」 

 

（検察官は着席する） 

 

「初めに、あなたに注意しておくことがあります」 

「この裁判では、あなたに対して様々な質問がされることがありま

すが、あなたには、黙秘権という権利がありますので、全ての質問

に答えずに黙っていることもできますし、答えたい質問にだけ答え

て、答えたくない質問には答えないこともできます」 

「ただ、あなたが答えた内容は、あなたにとって有利不利を問わず、

この裁判の証拠になりますから、よく注意して回答してください」 

「分かりましたか」 

 

「はい」 

 

「以上を前提に尋ねますが、今検察官が読み上げた公訴事実のうち、

ここは違うという点はありますか」 

 

「ありません」 

 

「弁護人、ご意見は」 

 

（石田弁護人はその場に起立する） 

 

「公訴事実第１の窃盗については、全て認めます。」 

「公訴事実第２の強盗傷人については、暴行の態様の点を除き、認

めます」 

「被告人は、缶詰等が入った袋で被害者の頭部を複数回殴ってはお

らず、実際に殴ったのは１回だけであり、その後は路上に倒れた被

害者の顔面を足で蹴ったものです」 
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竹村裁判長 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

儀間検察官 

 

 

 

 

 

 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

細川弁護人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい。それでは、これから証拠調べ手続に入りますので、被告人

は元の席に戻って聞いていてください。」 

 

（被告人は元の席に戻る） 

 

「それでは、検察官、冒頭陳述をどうぞ」 

 

（検察官はその場に起立する） 

 

「検察官がこの法廷で証拠によって証明しようとする事実は、以下

のとおりです」 

「まず、公訴事実第１の犯行に至る経緯及び犯行状況等についてで

すが、被告人は、いわゆるホームレスとして生活していました。 

 被告人は、平成２１年３月１４日、スーパーマルカツ店内におい

て、洋菓子１個を万引きして窃取したものであります・・・」 

 

 検察官は、冒頭陳述を行ないました。検察官は、パワーポイント

を使用せず、冒頭陳述の内容は、公判前整理手続において提出され

た証明予定事実記載書面に書かれている内容とほぼ同じで、ただ、

裁判員に対し、わかりやすい表現に言い換えて、説明していました。 

 検察官の主な主張は、缶詰入りの袋で、被害者の顔面を複数回殴

打したこと及び本件強盗傷人が高齢者を狙った計画的な犯行である

というものでした。 

 

「引き続き弁護人、冒頭陳述をどうぞ」 

 

（細川弁護人はその場に起立する） 

 

「弁護人がこの法廷で皆さんに特に訴えたいことを、これから述べ

ます。 

まず、先ほど被告人自身の口からお聞きになったように、被告人

は、スーパーで万引きを行ったり、強盗傷人の被害者である菅井キ

ンさんに対し、暴力を加え、バッグを奪った事実については素直に

認めております。 

但し、強盗傷人の点について、缶詰入りの袋で何回殴ったか、は

じめから殴るつもりだったのかという点については、検察官の主張

と若干ことなります。 

「まず、被告人が、缶詰等が入った袋で被害者の頭部を殴打したの

は１回だけです」 

「その後は、路上に倒れた被害者の顔面を足で蹴ったもので、缶詰

等が入った袋で何度も殴ったという公訴事実とは違うのです」 

「次に、被告人は、はじめから被害者に暴力を振るうつもりであっ
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竹村裁判長 

 

 

 

 

たわけではないという点です」 

「バッグをひったくるつもりで被害者の背後に近づいたところ、被

害者が急に振り返ったため、慌てた被告人は、反射的に、缶詰の入

ったビニール袋で殴ってしまったのです」 

「ですから、被告人には、当初から被害者に傷害を負わせる意図が

あったわけではありません」 

「もう一点、被害品については、被告人は、被害者から奪ったバッ

グの中に、商品券４０枚入りの紙袋が入っていたという点には気づ

いておらず、逃げる途中で、どこかに落としたと思われる点です。

被告人が商品券の入ったバックを奪ったことに争いはありません

が、実際に被告人は商品券を使ったことはないのです」 

 

次に皆さんによく考えていただきたい点は、被告人の生い立ちや

成長してきた環境についてです。 

「被告人は、生まれてから両親と３人家族で生活してきました。し

かし、被告人が中学３年生のころ、父親が焼身自殺し、その葬儀の

日に母親が行方不明となりました。それから７年後、葬儀が行われ

た祖父宅の裏山で、母親は死体となって発見されました」 

「このように、被告人は、ほぼ同時に両親を失ったわけですが、そ

のころから父方の祖父母及び叔父と暮らすようになり、母親の死体

が発見されてから数か月後に被告人は家出しました。その当時、２

０歳になったばかりの被告人は、今回逮捕されるまで２年近くにわ

たって、ホームレス生活を送って来たのです」 

「このように、本件事件の背景には、被告人の悲惨な生い立ちや生

長してきた環境の問題があるのです」 

「最後に、皆さんに訴えたいのは、被告人の反省と人生をやり直そ

うとういう強い意思です」 

「被告人は、現在、犯行を反省して、事実関係すべてを明らかにし

ております。また、今後は、ホームレスの自立支援等の手続を利用

して、ホームレス生活から抜け出し、自らの生活基盤を立て直して、

人生をやり直す意思であるということです。皆さんにはこれらの点

を念頭に置いて、これからの証拠調べを聴いていただきたいのです」 

「以上の各点は、いずれも被告人質問における被告人の発言によっ

て証明し、ホームレスの自立支援等の手続が存在すること及びその

内容については、弁第１号証から弁第３号証の書証によって証明す

る予定です」 

 

「これから、公判前整理手続おいてなされた争点及び証拠の整理の

結果を述べます」 

「まず、争点についてですが、公訴事実第１の窃盗については争い

がありません」 

「公訴事実第２の強盗傷人については、缶詰入りの袋による殴打が、
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石田先生・

儀間検察官 

１回か複数回かという、公訴事実記載の暴行態様の点が争点となっ

ています。」 

「また、犯罪事実に関する情状として、強盗傷人に係る暴行が、計

画的なものであったか、偶発的なものであったかという点も、争点

となっています。」 

「なお、弁護人は、商品券４０枚を被告人が利得していない旨主張

していますが、被告人によって奪われたバッグの中に、商品券が入

っていた事実については、双方特に争いはありません」 

その他、情状に関する重要な事実としては、検察官は、①高齢者

を狙った計画的な犯行であること、②犯行態様が悪質であり、発生

した傷害結果も軽くないこと、③被害感情が厳しいこと、④万引き

で警察から釈放された直後の犯行で、遵法精神の欠如が著しいこと、

⑤生活基盤が極めて不安定で再犯の可能性が高いことを主張してお

り、一方、弁護人は、①暴行は計画的なものではなく、偶発的なも

のであること、①被告人の悲惨な生育歴が背景にあること、②被告

人が、反省しており、自立支援の手続等を利用して更正する意思で

あることをそれぞれ主張しています。 

「証拠の整理の結果は、証拠等関係カードに記載したとおりですが、

検察官が請求した書証のうち、甲１号証から６号証まで、８号証か

ら１６号証まで、１９号証、２４号証から２８号証までと、乙４号

証を取り調べることを決定済みであり、その後、被告人質問を実施

して、乙１号証から３号証まではその被告人質問の結果によって採

用するかどうかを決定することにします」 

「弁護人が請求した書証は、弁１号証から３号証まで、いずれも取

り調べることを決定済みです」 

「双方よろしいですね」 

 

「はい」 

 

 

＜解説＞澤田先生 

③ ここで冒頭陳述の意義について考えてみましょう。 

  従来の刑事裁判では、弁護人の冒頭陳述は任意的なものであり、その実施時期

も検察官立証が終了した後という訴訟指揮が多くみられましたが、公判前整理手

続を経た事件については、刑事訴訟法３１６条の３０により必要的なものとなっ

ており、しかも実施時期については、検察官の冒頭陳述の直後ということになっ

ています。裁判員裁判になる事件は、必ず公判前整理手続を経ることになってい

ますから、弁護人としては、検察官の冒頭陳述の直後に冒頭陳述をすることがで

きるように準備しておかなければなりません。 

  目的は、裁判員に対し事件についてのイメージを抱かせるとともに、その後に

繰り広げられる証拠調べ手続のチャートを示すことにあります。事実認定者が聞

きたいこと、即ち「本当は何があったのか」を述べることになりますが、必要最
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小限度の事実を整理して順番に述べ、決して証拠の評価や議論にわたる事項を述

べることのないようにします。 

  なお、裁判員裁判法５５条によれば、冒頭陳述は、公判前整理手続における争

点及び証拠の整理の結果に基づいて、証拠により証明すべき事実と証拠との関係

を具体的に明示しなければならないこととなっています。 

 

④ 裁判員裁判において冒頭陳述をする際、書面の配布についてはどのように考え

ればよいでしょうか。 

  まず、書面を配布するかどうかですが、①陳述内容を記載した書面をそのまま

配布する場合、②陳述内容の要旨を配布する場合、③書面を一切配布しない場合

が考えられます。 

  裁判員裁判以外の刑事裁判では、冒頭陳述を始める前に書面を配布することが

多いですが、裁判員裁判でもこの方法をとると、裁判員の注意が書面の記載内容

に奪われがちで、陳述を聴くことがおろそかになる可能性があります。したがっ

て、書面を配布する場合でも、後で書面を配布することを告げて、冒頭陳述をじ

っくり聴いてもらうことも重要です。 

  また、書面を配布するとしても、冒頭陳述の内容をそのまま記載した書面を配

布するよりも、アピールしたい概要や項目を簡潔にまとめた要旨の方が、後々評

議の際においても、備忘録として利用してもらえる可能性が高くなると考えられ

ます。 

 

⑤ パワーポイントの使用についてはどのように考えればいいでしょうか。 

  パワーポイントというのは、プレゼンテーションをする際に有用なパソコンソ

フトの一つであり、プレゼンテーション用ソフトの代名詞的な存在となっている

ものです。 

  冒頭陳述や弁論において、パワーポイントを使用するかどうかについては、裁

判員に陳述内容をきちんと聞いてもらうという観点から、視覚的な資料はかえっ

て妨げになるとして、否定的な見解もあります。 

  しかし、人間が五感を持っている以上、単に聴覚だけに頼るよりも、視覚やそ

の他感覚器官にアピールする方が、記憶の定着率は良いものと思われます。ただ、

陳述内容をそのまま記載したようなパワーポイントであれば、あまり大きな意味

はないと考えられ、ポイントを絞ったり、アピールしたい点を強調したりする等

の工夫が必要になると思われます。 

  また、すぐに画面が切り替わってしまうパワーポイントだけが、プレゼンテー

ションの材料になるわけではなく、必要な図や表などを大きなパネル等で提示す

ることも効果的と考えられます。これまでの裁判員に関する模擬裁判では、検察

庁はパワーポイントと並んでパネルを併用してきました。 

  ただ、いずれにしても、パワーポイント等が使えなければ、裁判員裁判を闘え

ないということはなく、その役割はあくまで補助的なものにとどまります。 

 

 

 ３ シーン３ 証拠調べ手続 
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儀間検察官 

 

 

 

 ここから、実際の証拠調べに入ります。 

 検察官は、あらかじめ、各事件ごとの証拠と立証内容を一覧にし

たパネルを用意し、裁判員に見える位置にたてかけ、それに従って

書証の内容を説明します。この模擬裁判では、パネルを用意してお

りませんので、皆さん本日配布したお手元の資料をご参照ください。 

 

「それでは検察官、採用決定した書証の取調べをお願いします」 

 

「はい」 

 

（検察官はその場で起立する） 

 

「まず、窃盗事件に関する証拠は、被害にあったスーパーの店長で

あります藤田誠さんの被害届と店長さんから被告人に対する処罰感

情について、電話で聴き取りした電話録取書になります」 

「被害届の内容ですが、私はスーパーマルカツの店長であり、平成

２１年３月１４日、東京都北区赤羽南１丁目１４番５号スバルビル

１階のスーパーマルカツで勤務していたところ、午後９時前ころに、

当店の委託警備員から万引き犯人を捕まえたので来てほしいとの連

絡が入り、事務室に行ってみると、包装されたままのシュークリー

ム１個がおいてある事務机の横に、一見して不労者と思われる風体

の男が座っており、警備員の質問に対し終始無言でうつむいていま

した。私は、警備員からその男を事務室に連れてきた経緯を聞いた

上で、その男に対し所持金を尋ねると、その男は無言のまま首を横

に振ったことから、万引き犯人と考え、赤羽警察署に電話をしたの

です」 

「被害品欄には、洋菓子（シュークリーム）１点、販売価格８５円」

と書かれています」 

 

 こうして検察官請求の書証のうち、公判前整理手続で採用決定が

なされたものの取調べが行われました。 

 被害届のほか供述調書、診断書などは、全文が朗読され、実況見

分調書や写真撮影報告書などについては、添付されている見取図や

写真を、法廷に備え付けのプロジェクターに大写しにするなどして

わかりやすく要旨を告知しました。 

 最後に、検察官は、被告人の伯父の供述調書について、朗読を行

います。 

 

「私の甥である史郎の生い立ちについて話します。史郎の父である

矢吹 優
まさる

は、私のたった一人の実の弟で、この家で生まれ育ちました。

優は、成人すると千葉市内にあった竹川製作所と言う工作機械の製

造会社に勤めるようになり、史郎の母親にあたる白木マリと結婚し、
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竹村裁判長 

 

細川弁護人 

 

千葉県船橋市内で生活を始めました。弟夫婦の一人息子として生ま

れたのが史郎です。従って、甥の史郎は船橋で生まれ、小中学校も

船橋市内の学校を卒業したと思います。 

平成１２年１月１０日頃だったと思いますが、私の実弟、矢吹優が

実家の近くである千葉県南房総郡箱崎町で自分の自家用車にガソリ

ンか灯油をかけ、焼身自殺をしたのです。弟が自殺をした原因につ

いては今でもわかりません。弟優の葬儀は、この実家で出しました。

その時は、優の女房であるマリさんと子どもの史郎も一緒に来たの

です。弟の葬儀の最中に、マリさんが、黙ってどこかに行き、行方

がわからなくなったのです。弟の葬儀の最中ですので大さわぎをし

てマリさんをさがしたのですが、結局、行方が分からなく、私達は

大変心配しました。甥の史郎は、結局、船橋市内で一緒に住んでい

たマリさんの母親であるおばあちゃんと二人で暮らすことになった

のですが、結局、身内である私が引き取ることになり、平成１６年

６月頃、この家に来ました。 

その頃史郎は、１８～９歳だったと思いますが、母親の行方が依

然として分からず、一緒に家で生活していても私達とは一切口をき

かない状態で、部屋にいる時も座布団に目と口の部分だけ自分で穴

を開け、頭巾にしてかぶっておりました。食事のときも、頭巾をが

ぶったまま食事をする状態だったのです。 

史郎が家に来て３年経った平成１９年４月頃、家から約４００メ

ートル位離れた場所にある稲荷山の山中で行方不明であった史郎の

母マリが死んでいるのが発見され、房総南警察から連絡を受けたの

です。弟優が自殺してから約７年後、マリも死んだのですが、マリ

もおそらく凍死したものと思います。 

史郎は、母親のマリが亡くなった後もしばらくこの家にいたので

すが、相変わらず部屋に引きこもり状態で私共とは口もきかず、仕

事もせず生活していたのです。 

母のマリが死んだ年の８月初め頃、ご飯を食べて来るというので

史郎に１２００円渡しました。史郎は自転車に乗って出かけたまま、

そのまま帰ってこないことから、約２０日位経ってから、警察署に

家出人捜索願を出したのです。 

以上が、私の甥、矢吹史郎の生い立ちと私の家で生活していた状

況です。事件を起こした事をお聞きしましたが、早く改悛して真人

間になってもらいたいと思います。」 

「採否が留保されている乙１号証から３号証を除けば、検察の立証

は以上です」 

 

「では、弁護人、採用済みの書証に関する取調べをお願いします」 

 

「はい」 
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竹村裁判長 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

細川弁護人 

 

 

 

 

 

被告人 

 

細川弁護人 

 

被告人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（細川弁護人はその場で起立する） 

 

「まず、弁第１号証についてですが、東京都の公式ホームページを

抜粋してプリントアウトしたもので、平成２１年３月１３日付けで

東京都福祉保健局が制作したものです」 

東京都及び区が共同して行っている路上生活者自立支援システムの

概要に関する図面になります。・・・ 

 

 弁護人の請求書証も取調べが行われました。 

 弁護人は、図面をプロジェクターで示しながら、路上生活者自立

支援システムや生活保護制度の概要について、簡潔に説明を行いま

した。弁号証に関する証拠取調請求書は、参考資料の２９ページに

ありますので、ご参照ください。 

 

「それでは、被告人質問を実施します」 

「被告人は、前に出てきて証言台の椅子に座ってください」 

 

（被告人は証言台に進み、椅子に座る） 

 

「それでは弁護人どうぞ」 

 

「はい、弁護人の細川から質問します」 

「あなたは、平成２０年３月１４日に万引きをして逮捕され、およ

そ２週間勾留された後の３月３０日に釈放されたのに、その日、し

かも僅か３０分後にひったくりをしたわけですが、万引きで逮捕さ

れるまでは、どのような生活をしていたのですか」 

 

「公園で寝泊まりしてました」 

 

「食事はどうしていましたか」 

 

「スーパーやコンビニのゴミの中から食べられそうなものを見つけ

て食べてました」 

 

 被告人質問が行われました。 

 被告人は、ひったくりをするつもりで、被害者の後を追いかけて

いたが、被害者の自宅前まで来たときに、被害者が立ち止まって急

に振り返ったため、気づかれたと思って、とっさに缶詰の入ったビ

ニール袋で、被害者の顔面を殴打したこと、被害者が手に持ってい

たバッグを手放そうとしなかったので、倒れこんだ被害者の顔を何

度か足で蹴ったことを供述しました。 

 また、自分自身の生い立ちについては、言葉数は多くありません
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竹村裁判長 

 

 

竹村裁判長 

 

でしたが、引き取られた伯父の家では、仕事をするよう責められて

居づらかったこと、今後に関しては、自立支援のシステムを利用し

てホームレス生活から抜け出し、もう一度人生をやり直したいこと

等を供述しました。 

 

（裁判員の方を見ながら） 

「裁判員の皆さん、被告人に質問しておきたいことはありますか」 

 

（検察官、弁護人を見て） 

「双方ともよろしいですね」 

「それでは、被告人質問を終わります」 

「被告人は、元の席に戻ってください」 

（両陪席裁判官を見る） 

「裁判所としては、ただいまの被告人質問で十分であると思料しま

すので、検察官からなされている乙１号証ないし３号証の取調請求

を却下します」 

「以上で証拠調べ手続を終了しますが、双方よろしいですね。」 

 

＜解説＞澤田先生 

⑥ 裁判員に分かりやすい証拠調べのあり方について考えてみましょう。 

  証拠書類の取調べは、刑事訴訟法３０５条１項に基づき、その取調べを請求し

た者に朗読させることが原則であり、刑事訴訟規則２０３条の２によって、裁判

長が訴訟関係人の意見を聞き、相当と認めるときに、朗読に代えて要旨の告知を

させることができるとされていますが、従来の刑事裁判では、この原則と例外が

逆転していて、ほとんどが要旨の告知によって行われていました。しかも中には、

立証趣旨とほとんど変わらない程度にしか告知しないケースも見受けられまし

た。 

  裁判官が当事者から提出された証拠書類を持ち帰り、裁判官室で熟読すること

ができる従来の刑事裁判ならともかく、裁判員裁判においては、４名ないし６名

の裁判員が、短期間のうちに証拠書類を回し読むことなど不可能ですから、裁判

員に対して伝えたい情報は、すべて法廷内で、しかも裁判員の五感に訴える形で

伝える必要がありますから、文書であれば朗読、または要旨の告知でするとして

も朗読に近い程度の告知をすることが必要でしょう。 

  文書以外の図面や写真については、法廷に備え付けのプロジェクターを使って

大写しにすることになります。 

 

⑦ 裁判員に分かりやすい尋問はどのようなものでしょうか。 

  もちろん一人一人の弁護士が、それぞれ日頃から分かりやすい尋問を工夫して

いるところです。ただ、従来の刑事裁判においては、弁論や控訴趣意書などで引

用しやすいように、どちらかというと証人尋問調書、被告人質問調書がどのよう

な記載になるかという点に、かなり重きをおいてきたように感じます。 

  裁判員裁判においては、そもそも調書すらできない時期に評議に入るような事
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件もありますから、法廷内で行なう質問とそれに対する回答のみによって、尋問

の目的を達しなければなりません。 

  主尋問の目的は、裁判員に共感してもらうことにありますから、あたかも証人

が自発的に物語を語っているかのような尋問、即ち、証人を主役とし、尋問者は

背景に退くような尋問がよいと言われていますし、また異議の有無にかかわらず

極力誘導尋問は避けるべきです。 

  反対尋問においては、こちら側に有利な証言を引き出すことも目的の一つでし

ょうが、有利な証言が引き出せる事案は極めて尐なく、多くの事案では信用性の

弾劾が目的となりますから、裁判員に対し、いかに主尋問における証言が信用に

値しないかということを印象付けるような尋問をすることが求められます。した

がって、準備段階では予め矛盾点を探し出し、ターゲットを決め、証人に言わせ

ることを決めておくことが求められます。当日の尋問では証人に意見を求めるこ

となく、生の事実を一つ一つ短く尋ねていき、誘導尋問を多用しながら、言わせ

たい内容に導いていくようにします。決して証人と議論をしてはいけませんし、

結論を聞いてもいけません、形容詞などの主観的な表現も避けるべきでしょう。 

 

 ４ シーン４ 第２回公判期日（論告・弁論） 

ナレーショ

ン 

 

竹村裁判長 

 

儀間検察官 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 採用決定がなされた証拠書類の取調べが終了し、検察官の論告が

始まりました。 

 

「それでは、検察官ご意見をどうぞ」 

 

「はい」 

 

（儀間検察官、その場に起立する） 

 

「検察官は、当公判廷において取り調べられた証拠によって、公訴

事実第１の窃盗、第２の強盗傷人のいずれの犯罪も十分に証明され

たものと考えます」 

「なお、被告人は、この法廷で暴行の態様が違うなどと弁解してい

ますが、そのような弁解が果たして信用できるでしょうか。もとも

と被告人とは一面識もない被害者が、被告人からいわれのない暴行

を受けたわけですから、受けた被害について、ことさら嘘を言う必

要はありません。被害者の被害申告こそが信用できるのでありまし

て、被告人の弁解は信用できません。」 

・・・ 

 

 検察官の論告は、被告人による計画的犯行を強調し、処罰感情に

関する被害者の供述を引用しながら、高齢者に対する悪質な犯行を

訴え、求刑としては、強盗傷人の法定刑の下限である６年より１年

重い、懲役７年を求めるものでした。論告に引き続き、弁護人の弁

論が行われます。 
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竹村裁判長 

 

石田先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（検察官、着席する） 

 

「それでは弁護人、どうぞ」 

 

（石田先生は起立する） 

「弁護人は、被告人が、窃盗と強盗をしたこと、そして、強盗の

際、被害者の菅井キンさんに暴力を振るって怪我をさせてしまった

ことは争っておりません。 

ただ、強盗の際に、何回殴ったのか、はじめから殴るつもりであ

ったかについては、検察官の主張とは若干異なります。 

しかし、いずれにしても、被害者の方に暴力を加えて怪我をさせ、

鞄を奪い取ったことは事実であり、被告人は、罪を認めて深く反省

しております。 

本件の最大の争点は、被告人にいかなる刑罰を課すのが妥当かと

いう、量刑の問題です。検察官は、被告人の犯した犯罪は計画的、

悪質であり、求刑７年が相当であると主張しています。 

確かに、被告人の犯した罪は非難されるべきですが、果たして求

刑７年が妥当といえるでしょうか。先ほど被告人がこの法廷で述べ

た生い立ちや育った環境、そして、なぜこのような罪を犯してしま

ったのかという原因を考えると、弁護人は、7 年という求刑は重き

に過ぎると考えます。 

今から、この点について、詳しく述べます。 

まず、被告人の生い立ちと育った環境について述べます。 

被告人は、現在２４歳ですが、中学校３年生までは、サラリーマ

ンの父親と、専業主婦の母親と家族３人で、ごく一般的な生活をし

ていました。被告人は、中学卒業後は、専門学校に進学するつもり

でした。 

ところが、被告人が中学３年生の１月ころ、父親が、突然、焼身

自殺してしまったのです。さらには、父親の葬儀の日、夫の死を悲

しんだ母親が失踪し、７年後に、山中で凍死していたことが分かり

ました。 

中学校３年生という多感な時期に、自殺や失踪という形でいっぺ

んに両親を失ってしまった被告人の人生は、まさに悲惨というほか

ありません。 

その後、被告人は、母方の祖母の家に引き取られ、約４年間暮ら

しました。被告人は、専門学校に行くことを断念し、アルバイトを

して生活費を稼ぎましたが、長続きせず、祖母の生活も苦しくなり、

１８歳ころには、父方の兄の家に引き取られました。 

しかし、そのころ、被告人は既に生きる気力を失っており、仕事

をすることも出来ず、上手に人間関係をとることもできない精神状

態になっていました。伯父さんの家では、一日中、目と鼻に当たる
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部分をくりぬいた座布団を被って生活し、外に出かけるときも座布

団を被ったままでした。 

そして、このような時に、母親が、父親の葬儀の日に、山中で死

亡していたことが分かったのでした。被告人はますます心を閉ざす

ようになりました。伯父さんからは、働くように言われていました

が、気力がついていきませんでした。被告人は、耐え切れずに伯父

さんの家を出てしまいました。その時、被告人は２２歳で、所持金

はわずか数千円でした。 

伯父さんの家を出た被告人は、路上生活者となり、残飯をあさり、

お金を拾って生活していました。空腹時には、店から食べ物を万引

きして警察に捕まることもありましたが、逮捕されても、被告人は

決して名前を明かしませんでした。伯父さんに知られたくなかった

からです。 

以上申し上げましたとおり、被告人の育った環境は悲惨なもので

あり、彼の人格や心の状態は、中学３年生の時から成長が止まって

しまいました。両親を失ってからはまともな教育を受けることもな

く、未成熟のまま成人を迎えてしまったのです。そして、今回のよ

うな事件をおこしてしまいました。彼の量刑を決めるにあたっては、

尐年に対する処遇と同じ視点が必要なのです。 

被告人は、犯してしまった罪は償わねばなりませんが、検察官が

求めるような長期懲役刑は、彼の更生や教育にとっては不適切です。

早期に社会復帰させ、働き、自活した生活を送る中で、彼自身が自

分で学んでいくことが必要であると考えます。そして、彼自身がこ

の法廷で誓ったとおり、公的な自立支援システムを利用しながらホ

ームレス生活から抜け出そうという決意をしています。 

次に、この強盗が計画的なものではなかったということについて

述べます。被告人が、被害者の方に暴力を振るって怪我を負わせて

しまったのは偶発的な事情によるものです。最初は、ひったくりが

目的でした。 

被告人は、お金がないためこれからどうしようと思って歩いてい

たところ、たまたま菅井さんが目に付き、しばらく後を付いて歩き

ました。菅井さんは自宅につき、立ち止まりましたが、その時も、

被告人は、本当にひったくろうかどうかと迷っていました。その時、

菅井さんが、たまたま被告人の方を振り向いたため、ひったくりと

いうやましい気持ちを持っていた被告人は、顔を見られたと思って

動揺し、パニック状態となり、とっさに、右手に持っていた袋で殴

り、その後は最後までやるしかないと思い、足蹴にして鞄を奪って

しまったのです。 

このように、強盗をしたこと、それによって怪我をさせてしまっ

たことは、計画的なものではありません。 

さらに、被告人は、再び同じ犯罪を犯す可能性はありません。 

この裁判が開かれる前、被告人は、強盗をしたのは自分ではない
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竹村裁判長 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

被告人 

 

 

竹村裁判長 

と言っていました。しかし、被告人は、拘留中に、自分のやってし

まったことを良く考え、その重大さに気づくとともに、自分自身も

やり直そうという気持ちをもちました。そして、裁判では自分の犯

した罪を認めた上で、裁きを受け、一からやり直そうと決意したの

です。 

このような被告人に再犯の可能性はありません。 

裁判官、裁判員の皆様には、只今申し上げた事情を十分に考慮頂

き、長期懲役刑ではなく、より早期に社会内で立ち直れる機会を与

えるべく、適切な量刑のご判断を頂きたいと切望致します。」 

 

「それでは、被告人、証言台の前に立ってください」 

 

（被告人、証言台の前に立つ） 

 

「以上で、この事件に対する審理を終わることにしますが、最後に

述べておきたいことはありますか」 

 

「本当に申し訳ありませんでした」 

「刑務所を出たら、きちんと生きていきたいと思います」 

 

「既に指定済みですが、判決期日は明日１２月１８日の午後１時３

０分からこの法廷で宣告します」 

「それでは、閉廷します」 

 

＜解説＞ 澤田先生 

⑧ 裁判員に訴える効果的な弁論を考えてみましょう。 

  裁判員裁判における説得の対象は、３名の職業裁判官だけではなく、６名の裁

判員が加わります。そのため、当然のことですが、法律や裁判の素人である裁判

員に理解できるような、法律概念を噛み砕いた平易な弁論を行うことが不可欠に

なります。 

  また、最終弁論後相当期間を置いて判決がなされる従来の刑事裁判と違って、

証拠調べの記憶が新しいうちに、弁論を行い、その直後に評議・判決が行われる

裁判員裁判では、審理経過や証拠の要約等も含む詳細な弁論を行う必要はなく、

弁護人の最も訴えたいポイントを簡潔かつ説得的に弁論すれば足ります。 

  そして、弁論の目的は、裁判員の共感を得ること、即ち、弁護人がこれまで冒

頭陳述や証拠調べを通して訴えてきた主張が正しいことを理解してもらうこと

にあります。したがって、弁論は、冒頭陳述と違って議論をすることになります。

被告人に有利な証拠について議論することはもちろんですが、不利な証拠につい

ても反論を加えておかなければなりません。反論が苦しいときは、刑事訴訟の挙

証責任に頼ることもあるでしょう。結論を明確に表現することが必要ですし、評

議の場において、一人一人の裁判員が、市民としての常識に従って裁判官と対等

に発言することができるようにしてあげる材料を提供することが必要なのです。 
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  なお、書面やパワーポイントを利用するかどうかといった問題は、冒頭陳述の

場合と同様です。 

 

 

⑨ 裁判員裁判における情状弁論はどのように考えるのでしょうか 

  実際の裁判員裁判は、そのほとんどが否認事件ではなく、情状弁護事件になる

ものと思われます。裁判員裁判における情状弁論は、量刑事情の評価に関する共

通理解を持たない裁判員を対象とするため、弁護人が相当と考える量刑及びその

理由をある程度具体的に示すことが必要になります。また、尐しでも、被告人及

びその犯行に対する理解や共感を深めてもらうことが重要です。 

そのため、まず、検察官の主張とは異なる弁護人が主張する「犯行及び被告人

像」を示すこと、量刑事情について説得的に主張すること（量刑の基準・考慮要

素）、刑の選択や量刑についての意見及び理由を示すことが必要になります。 

ただし、どこまで量刑について弁護人が踏み込んだ意見を述べるかは、簡単で

はありません。死刑か無期懲役か、実刑か執行猶予かといった点について、意見

を述べることはできても、弁護人が、具体的に被告人を懲役何年に処すべきとの

意見を述べた場合には、裁判員は、尐なくとも、被告人が、弁護人が述べる程度

の量刑は覚悟していると感じることは避けがたいからです。 

ただ事案によっては、「懲役何年」と明示した弁護人の量刑意見が必要になる

こともあるでしょうし、「尐なくとも何年以上の刑に処すことは相当ではない」

と言った形で、弁護人が相当と考える量刑を示していくことが必要になる場合も

あると考えられます。 

 

⑩ 量刑資料等について 

  裁判員に対し、量刑事情について説明するにあたって、量刑判断の経験のない

裁判員を説得するためには、単に当該事件の量刑理由に触れるだけではなく、他

の犯罪類型や他の事案における犯行態様との比較にまで言及しなければならな

い場合があると考えられます。 

  法曹三者の模擬裁判では、被告人と異なる架空の被告人Ａを設定して、それぞ

れの量刑事情ごとに比較を行って、どうして無期懲役と有期懲役の差が発生する

のか説得的な弁論を行ったケースもあるようです。 

  しかし、架空の事案との比較を行った場合は、事実に基づかない弁論として異

議が述べられる可能性もあるし、仮に特定の判例の事案を複数引用するとしても、

果たして比較の対象として妥当かどうかの問題は残り、裁判所及び検察庁に比べ

て、組織としての量刑データの蓄積に乏しい弁護人が不利であることは否めない。 

  また、法曹三者の模擬裁判では、裁判所が、評議にあたって、裁判所が作成し

た量刑資料を配布したケースが多いようであり、最高裁も量刑データベースを用

いる方針のようである。 

  この点、かかる資料によって量刑相場を示すことは、量刑判断にも市民の感覚

を導入するという裁判員裁判の趣旨を没却するものだとして反対する意見も根

強いが、量刑といえども法の適用であり、比例原則が働く以上、何らの資料もな

く、感覚や感情だけで量刑を決めるのでは、裁判の公平・公正を保てないとして、
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量刑資料の配布に積極的な意見が多いようである。 

  ただし、尐なくとも、裁判官が配布する量刑資料については、弁護人が事前に

その内容をチェックし、意見を言う機会が必要であり、知らないままに量刑資料

が配布されるような事態は避けなければならない。 

 

 ５ シーン５ 第３回公判期日（判決宣告） 

ナレーショ

ン 

 

竹村裁判長 

 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

被告人 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

ナレーショ

ン 

 

 

 

 

竹村裁判長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いよいよ判決宣告の期日となりました。 

 

 

「それでは、開廷します」 

「被告人は、証言台の前に立ってください」 

 

（被告人、証言台の前に移動する） 

 

「これからあなたに対する窃盗、強盗傷人被告事件についての判決

を宣告しますから、よく聞いていてください」 

「主文 被告人を懲役４年に処する」 

「未決勾留日数中１６０日をその刑に算入する」 

「主文は以上ですが、分かりましたか」 

 

「はい」 

 

「これから理由を告げますので、元の席に戻って聞いていてくださ

い」 

 

（被告人、元の席に戻る） 

 

 裁判所は、公訴事実第２については、検察官の意見を退け、当初

はひったくり目的であったこと、強盗の犯意を生じたのは、被害者

に気付かれたと思ったときであること、暴行の態様については弁護

人の主張どおりの事実を認定し、罪となるべき事実として述べまし

た。続けて量刑の理由を述べます。 

 

１ 事案の概要 

本件は、被告人が、小売店で万引きした事案(判示第１)と、缶詰

等の入った袋で被害者の頭部を殴打し、さらに、その場に倒れた被

害者の顔面付近を蹴るなど暴行を加えて反抗を抑圧し、現金７万円

余り、商品券約４０枚及び財布等１１点の入った手提げバック１個

を強取し、その際の暴行により、同人に全治約１０日間を要する頭

部顔面打撲・挫創、両手挫傷、右膝挫傷の傷害を負わせた事件（判

示第２）からなる事案である。 

２ 被告人に不利な事情 
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本件のうち、判示第１の窃盗事件も、被害者が厳しい処罰感情を

有しており、見過ごすことはできないが、判示第２の犯行に関する

以下の諸事情は特に被告人の刑事責任の重さを評価するに当って重

要な要素といえる。 

(1) 被告人は、簡単にひったくりができそうな相手として、年老

いた女性に目をつけ、犯行の機会をうかがって後をつけた上で同人

に近づいたところ、同人に気付かれたと思い、とっさに缶詰等の入

った比較的重量のある袋(約１．３キログラム) でその頭部を殴打

する暴行を加えるに至り、さらに、何としても手提げバックを奪い

取ろうとして、倒れた被害者に対して無慈悲にも更なる暴行を加え

るなどしており、かかる被告人の行動からは、社会規範を遵守しよ

うとする姿勢はおろか、およそ年老いた者をいたわる気持ちを見て

取ることもできず、誠に悪質な犯行である。 

（2) 事件直後の現場写真や事件の翌日に撮影された被害者の写真

からは、被告人の暴行が相当激しいものであったことがうかがわれ、

かかる被告人のいわれなき凶行により、全治１０日間を要する判示

の傷害を負わされた被害者の心身の苦痛は想像に難くない。被害者

は、本件の被害に遭ったことが原因で買い物に行った際に見知らぬ

人が近づいてきたりすると、また殴られたりするのではないかとい

う不安に駆られるようになるなど、本件犯行による精神的な傷跡は

今なお癒えていないものと推察される。また、財産的な被害につい

てみても判示のとおり決して尐額とはいえない。このような被害に

遭った被害者が、何ら慰謝の措置等の講じられていない状態におい

て、｢年寄りとか子供とか弱い者に暴力を振るって物を奪うようなこ

とをする犯人のことは絶対に許すことはできません｣「絶対にやらな

いとわかるまでの期間、刑務所に入れて欲しいと思います」などと

述べ、被告人に対する厳しい処罰感情を抱いていることも無理から

ぬところである。 

(3)  被告人には、自転車の窃盗及び占有離脱物横領並びに万引き

(窃盗)２件の前歴があるのみならず、判示第１の窃盗(万引き)事件

での身柄拘束が解かれて間もなく、判示第２の犯行に及んでおり、

その態度からは社会規範を遵守しようとする姿勢を見出すことは非

常に困難である。かかる事情に加え、被告人の生活基盤が極めて不

安定であることを考慮すると、被告人が再び何らかの犯罪におよぶ

おそれがあることは否定しがたい。 

以上の諸事情を考慮すると、本件の犯行は悪く、被告人の刑事責

任は重いものがあるといわざるをえない。 

３ 被告人に有利な事情 

他方で、被告人のために酌むべき以下の諸事情がある。 

(1) 被告人は、被害者から手提げバックをひったくろうとして機会

をうかがっていたところ、被害者に気付かれたと思い、強取しよう

と企て、とっさに所持していた缶詰等の入ったビニール袋で被害者
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の頭部を殴打し、倒れた被害者の顔面付近を足蹴りするなどの暴行

を加えて反抗を抑圧し、手提げバックを奪うに至っているが、その

経緯や態様からは、判示のような強度の暴行を被害者に加えること

を当初から計画していたとまでは認められず、その限りで突発的な

犯行といえる。また、本件は、遊ぶ金欲しさなどからではなく、精

神的な未熟さが多分にあると思われる被告人が、身寄りもなく生活

に困窮していたことから敢行したものとみられ、かかる状態に至っ

た背景事情についても一定の限度で考慮されてよい。 

(2) 被告人は、当初こそ、判示第２の事実については全面的に否認

していたものの、公判審理に入る前の段階で、身上を明らかにした

上で事実関係を認めるに至り、公判廷でも自らの罪を認めて反省の

弁を述べるなどしており、被告人なりの反省の情が見て取れる。ま

た、被告人は、弁護人が差し入れた資料などを手がかりに、更正に

向けた意欲を持つに至っている。被告人はいまだ若年であり、前科

は見当たらない。 

４ 結 論 

 以上のように、本件犯行の悪質さ、結果の重大性等にかんがみる

と、被告人に対しては、厳しい態度で臨む必要がることは当然であ

るが、判示第２の犯行は偶発的な面もあることなどをはじめとする

被告人のために酌むべき諸事情に照らしてその刑を減刑するのが相

当であると判断し、主文のとおり判決した次第です。 

 

 ６ シーン６ 石田法律事務所にて 

ナレーショ

ン 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

 

石田先生 

 

 

細川先生 

 

 

 

石田先生 

 

 裁判所は、最後に控訴手続の告知をして判決の宣告を終えました。 

 石田先生と細川先生は、その後、地下１階の仮監において矢吹さ

んとの接見を済ませ、二人揃って事務所に戻ってきました。 

 

「矢吹君は控訴しなくていいって言ってたけど、刑務所できちんと

更生してくれるのかなぁ」 

 

「でも、働く気がなくて、出所したらいきなり生活保護を申請する

という考えはどうなんですかねぇ」 

 

「これまで一度も働いたことがないっていうんだろ？ まだ若いん

だし，きっと人が変わるよ」 

 

「そうだといいんですがねぇ」 

「それにしても、先生さすがですね」 

「昨日の弁論なんか，みんな聞き惚れていましたよ」 

 

（ひとりごと）「これでもう尐し国選報酬がアップしてくれていたら

いいんだがなぁ」 
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細川先生モ

ノローグ 

 

ナレーショ

ン 

 

「もう！ せっかくほめているのに，また聞いてないし」 

 

 

 石田法律事務所も，どうやら落ち着きを取り戻したようです。 

 怒濤の５か月でしたが，こうして一段と成長し，ちょっぴり安め

の国選報酬も授業料かなと思えた二人の弁護士でした。 

これで、親和全期会の発表を終了いたします。 


